
 

1 最新の活動情報をブログで配信中。 

 １．県議会9月定例会開催（概要説明）  

   【会期 9月19日～10月11日まで】 

令和7年度当初予算に反

映する地域要望のヒアリン

グにて。要望者の声に真摯

に応え県政につなげる。 

8月8日に宮崎県沖を震源地とした地震による南海
トラフ巨大地震の「巨大地震注意」の臨時情報発出
に関し、その直後の県の動きとして、地震への備え
の再確認や発災後の速やかな避難準備について呼び
かけたことが報告されました。初のことであり、臨
時情報による県民の行動や意識変化について、県独
自に意識調査を行い、結果を踏まえて今後の地震対
策につなげます。    （結果はP4の4.を参照） 
昭和55年度に施行された巨大地震対策の財源とな

る、国の「地震財特法」の9回目の更新時期となり、
県及び県議会として継続を求めていきます。 

 
鈴木知事は、スタートアップ先進県を強く意識

し、その取組は県政の広い分野で展開していること
がうかがえます。彼が知事就任時の所信表明でも、
浜松市長時代の取組の成果の筆頭にあげていたもの
で、県としても彼の就任前からスタートアップによ
る新産業振興に力を入れていたことを、さらに鈴木
知事が加速させることになりそうです。 

 
茶の振興に関しては、今年の県内一番茶の生産量

は前年から増加しましたが、取引価格が過去最安値
を記録するなど、厳しい状況が続いています。一
方、欧米、東南アジアを中心に海外の需要は伸び続
けており、輸出向けの抹茶や有機茶は高値で取引さ
れ、供給が需要に追いついていないことから、輸出
向けを強化するため支援します。 

 
リニア中央新幹線整備に関しては、知事交代後に

大きく変化し、県としての基本的な課題提起は変わ
らないものの、その解決に向けた動きは加速してい
ます。私は、知事が現実的な手法を取り入れている
ことが、その背景にあると考えています。 

 
富士山登山の安全対策は、今夏のシーズン中に、

死者が6人という厳しい結果が出ています。今年は本
県と山梨県で取組が異なり、登山者への安全対策を
最優先に、来年の夏には、山梨県と足並みを揃え、
夜間の入山制限や通行料の徴収等の登山規制を実施
することとし、準備作業に着手しました。 

 
そのほか、リノベーションによるまちづくり、再

生エネルギー導入の拡大、観光交流の拡大、地域交
通のリ・デザイン（公共ライドシェアの導入等）、
静岡県子ども計画の策定、新県立図書館の整備、感
染症対策、医療DXの取組等が取り上げられました。 

 
来年度は、県の次期総合計画が策定されるにあた

り、新知事の独自色が試されます。 
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 ３． 一般質問における論戦内容 

 ２． 常任委員会（総務委員会）の論戦から（質問項目概要） 

 委員会冒頭で沼津市議会から提出された「沼津

市議の懲罰に係る審決について」と題した陳情に

ついて各委員が質

問に立った。その

後、私は総務委員

会所管事務に関し

て5項目の質問を

用意し質した。 

 沼津市議会から

の陳情は、所属す

る市議会議員の発

言による議会内で

の混乱についての対応を、県の自治紛争処理委員

会（知事が設置し、弁護士や大学教授など法の専

門家で構成）に託したものだが、その結果（審

決）に不満があるとして、県議会での検証を求め

たもの。 

 これまでも、このようなケースは、審決内容に

よっては地方議会の自立権に関わり、議会運営に

影響を与えることから、全国の地方議会において

同様の問題が生じている。しかし、自治紛争処理

委員会は、その権限を有する法律の専門家で構成

されており、審決に対して不服があるとすれば、

裁判所にその判断の妥当性について求めることに

なり、県議会には権限がない。 

 沼津市議会からの陳情については、その背景を

理解した上で、陳情内容を精査し、事実関係の一

部を確認するのみとなった。 

 

私の所管事務調査質した内容 

 ①ＩＣＴ・サービス関連企業の誘致 

本県に進出意欲の高いICT・サービス関連企業600社の誘

致の実現に向けた取組内容を質し、本県の魅力やインセ

ンティブなどを紹介し誘致実現に向け対応している。 

 ②情報セキュリティの確保に向けた取組 

県関係を狙ったランサムウェアやサイバー攻撃に対し、

庁内で専門技術を取得した職員によるウィルス感染の早

期発見、拡大防止策の取り組みを質した。 

 ③令和5年内部統制評価結果の課題 

内部統制（事務の執行に際し、事前に不正や間違いなど

の不備の発生の防止策を実現するための日常業務内での

取組）の評価にて、令和5年度は重大な不備が確認され

たので、その原因分析と今後の対応策について確認。私

は以前、県の監査委員であったことを踏まえ、その時の

経験を元に県の取組の課題を指摘した。 

 ④知事部局における障害者雇用率について 

障害者雇用が進まないことに関し、障害者が仕事に就く

ための業務分析や、出先機関などで取り組んでいる現状

を確認し、更なる工夫の在り方について指摘しました。

課題は、スピード感が感じられないこと。 

 ⑤移動知事室及び知事広聴の実施について 

知事が交代し、新たな仕組みに変わったので、その背景

や効果などについて質した。 

 総務委員会は、人事や組織、予算、広報広聴など県政

の重要な核になる部署を所管とする委員会で、前知事時

代は、知事の不適切な発言などが大きな問題となったこ

とから、地味な部署だが注目されていた。 

沼津市議会からの陳情について

質問する様子 SBS報道から 
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５．議会外の視察・研究報告 

  県政相談窓口 ♥お気軽にどうぞ！ 

 地域の課題、道路・河川等の整備等についてのご相談窓

口です。ご相談いただいた内容については、必要に応じ関

係機関と調整しますが、内容に応じてお時間がかかること

もありますので、ご容赦下さい。 

  発行者：静岡県議会議員 鈴木すみよし事務所 

  「県政相談窓口」および「らしんばん」連絡先 

静岡県富士市比奈1418番地の2〒417-0847 

☎ 0545-34-0683 FAX.0545-38-0070 
メールアドレス himena@tokai.or.jp 

ホームページ http://sumiyoshi.info/ 

ブログ http://blog.goo.ne.jp/sumiyoshi1956/ 

ホットなつぶやき 

人口が増え地域から強い要

望があった富士南交番がよう

やく竣工を迎えた。私が関わ

り地域に寄り添って10年。 

 ６．地域の課題と進捗状況（各地の要望等から）

 8月8日に宮崎県沖を震源域とする地震発生により、気象

庁から発表された「南海トラフ地震臨時情報（巨大地震注

意）」に対する県民意識調査結果が公表されました。下記

が調査の視点です。 

 

①「南海トラフ地震臨時情報の認知」 

｢認知」は大幅に上昇し、南海トラフ地震に対する関心の度

合いは、南海トラフ地震に「非常に関心がある」68.3％

と、｢多少関心がある」29.1％で、関心がある人は97.4％と

高水準を維持している。 

②「避難への備え」 

今回の臨時情報を機に避難先を確認したが53.3％、日ごろ

から確認しているが26.6％で避難場所の確認は80％近くと

なっている。特に、津波浸水想定区域内では、他の地域に

比べ多い傾向だった。 

③「物資の備え」 

食料、飲料水、携帯トイレ等のいずれの項目についても

「備蓄をしていない」の割合が減少。今まで備蓄をしな

かったが、今回の臨時情報を機に備蓄への行動を開始する

など大きな意識変化が見られた。 

④「臨時情報が発表された後の行動の変化」 

「予定を中止（変更）しなかった」が24.1％、その理由と

して、「中止（変更）する必要がないと思った」が17.1％

を占めた。 

 

 県では、この調査結果を踏まえ、南海トラフ地震臨時情

報について、改めて県民に周知啓発を行うとともに、県民

の防災意識の更なる高揚を図っていきます。 

 今後、国の動向も注視しながら、県民や事業者の皆様に

的確に行動していただけるよう、引き続き周知徹底をして

いきます。 

  ◆９月議会で決定した国へ提出される意見書 

①防災・減災、国土強靱化対策のさらなる推進を 

                                                     求める意見書  

②地震財特法の延長に関する意見書  

③人生の望ましい最期を意思形成する「ＡＣＰ」の 

                        理解醸成を求める意見書  

④ ひきこもり支援に関する法整備を求める意見書  

 

 今年の富士山登山では、かつてないほどの死者や負傷者

が発生し、富士登山の安全性について大きな課題が残りま

した。弾丸登山や軽装など無謀な登山が主な理由です。今

年は山梨県側で登山規制を初めて導入し、一方で静岡県

側ではこれと足並みを揃える体制ではなく、その違いが明暗

を分けたとも感じます。来年は両県が揃って登山規制を導

入することを検討中で、事故のない登山を期待します。 

４． 南海トラフ地震臨時情報発令の教訓 

富士山治山治水促進期成同

盟および富士富士宮広域道

路建設促進期成同盟に同行

し、知事や担当部局に要望。 

須津ふるさとまつりに来賓とし

て挨拶。コロナでいくつかの

地域行事が失われたが、住

民交流の場は重要と感じた。 

地元の「姫名の里まつり」の

オープニングパレードに仮装

して参加。比奈公園が整備さ

れたのを機会に会場移転。 

委員会県内視察から。小山町

が取り組む工業団地整備や

企業誘致戦略について、込山

町長から直に説明を受ける。 

静岡県が整備中の茶業研究

センターを視察 。ChaOIファク

トリーでは、 茶を利用した多

様な商品を試作製造。  

本県が地域外交先として強化

するインドとの交流。12月にイ

ンド訪問を控え、事前学習とし

て経済セミナーに参加した。 

平成29年7月に発生した九州

北部東峰村の被災現場にて、

復旧・復興状況を視察し、貴

重な教訓を学ぶ。 


